
（資料Ａ）

環境物品等の調達の推進に関する基本方針（関連箇所を抜粋）

　この基本方針は、国（国会、各省庁、裁判所等）及び国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律第２条第２項の法人を定める政令（平成１２年政令第５５

６号）に規定される法人（以下「独立行政法人等」という。）が環境負荷の低減に

資する原材料、部品、製品及び役務（以下「環境物品等」という。）の調達を総合

的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。また、地方公共団

体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考として、環境物品等の調達の

推進に努めることが望ましい。

　なお、国がこれまでに定め、実行してきた環境保全に資する各種取組については、

この基本方針と連携を図りつつ引き続き適切な実行を図るものとする。

１．国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向

(1) 環境物品等の調達推進の背景及び意義

　地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大

量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、

経済社会のあり方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革

していくことが不可欠である。このため、あらゆる分野において環境負荷の低減

に努めていく必要があるが、このような中で、我々の生活や経済活動を支える物

品及び役務（以下「物品等」という。）に伴う環境負荷についてもこれを低減し

ていくことが急務となっており、環境物品等への需要の転換を促進していかなけ

ればならない。

　環境物品等への需要の転換を進めるためには、環境物品等の供給を促進するた

めの施策とともに、環境物品等の優先的購入を促進することによる需要面からの

取組を合わせて講じることが重要である。環境物品等の優先的購入は、これらの

物品等の市場の形成、開発の促進に寄与し、それが更なる環境物品等の購入を促

進するという、継続的改善を伴った波及効果を市場にもたらすものである。また、

環境物品等の優先的購入は誰もが身近な課題として積極的に取り組む必要があ

るものであり、調達主体がより広範な環境保全活動を行う第一歩となるものであ

る。

　このような環境物品等の優先的購入と普及による波及効果を市場にもたらす

上で、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占め、かつ、他の主

体にも大きな影響力を有する国及び独立行政法人等（以下「国等」という。）が

果たす役割は極めて大きい。すなわち、国等が自ら率先して環境物品等の計画的

調達を推進し、これを呼び水とすることにより、地方公共団体や民間部門へも取

組の輪を広げ、我が国全体の環境物品等への需要の転換を促進することが重要で

ある。この基本方針に基づく環境物品等の調達推進は、環境基本法（平成５年法



律第９１号）第２４条［環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進］及び

循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）第１９条［再生品の使

用の促進］の趣旨に則るものである。

(2) 環境物品等の調達推進の基本的考え方

　国等の各機関（以下「各機関」という。）は、国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号。以下「法」という。）第７条

の規定に基づき、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の

予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るため

の方針（以下「調達方針」という。）を作成・公表し、当該調達方針に基づき、

当該年度における物品等の調達を行うこととなる。

　その際、具体的には以下のような基本的考え方に則り、調達を行うとともに、

調達された物品等の使用を進めていくものとする。

①　物品等の調達に当たっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、今

後は環境保全の観点が考慮事項となる必要がある。これにより、価格や品質な

どとともに、環境負荷の低減に資することが物品等の調達契約を得るための要

素の一つとなり、これに伴う事業者間の競争が環境物品等の普及をもたらすこ

とにつながる。各機関は、このような認識の下、できる限り広範な物品等につ

いて、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮して調達を行うものとする。

②　環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染・水質

汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をでき

る限り包括的にとらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等

のライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択す

る必要がある。また、局地的な大気汚染の問題等、地域に特有の環境問題を抱

える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷項目に重点を置いて、

物品等を調達することが必要な場合も考えられる。

③　各機関は、環境物品等の調達に当たっては、調達総量をできるだけ抑制する

よう、物品等の合理的な使用等に努めるものとし、法第１１条の規定を念頭に

置き、法に基づく環境物品等の調達推進を理由として調達総量が増加すること

のないよう配慮するものとする。また、各機関は調達された環境物品等につい

て、長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意し、期待される環境負荷の低減

が着実に発揮されるよう努める。

　また、環境物品等の調達を推進するに当たっては、ＷＴＯ政府調達協定（特に

同協定第６条技術仕様の規定）との整合性に十分配慮し、国際貿易に対する不必

要な障害とならないように留意する。



２．特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基

本的事項

(1) 基本的考え方

　ア．判断の基準を満たす物品等についての調達目標の設定

　各機関は、調達方針において、特定調達品目ごとにその判断の基準を満たす

もの（「特定調達物品等」という。）について、それぞれの目標の立て方に従

って、毎年度、調達目標を設定するものとする。

　イ．判断の基準等の性格

　環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全体にわたって多

様な環境負荷の低減を考慮することが望ましいが、特定調達物品等の実際の調

達に当たっての客観的な指針とするため、特定調達品目ごとの判断の基準は数

値等の明確性が確保できる事項について設定することとする。

　また、すべての環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、

判断の基準は、そのような様々な環境物品等の中で、各機関の調達方針におけ

る毎年度の調達目標の設定の対象となる物品等を明確にするために定められ

るものであり、環境物品等の調達を推進するに当たっての一つの目安を示すも

のである。したがって、判断の基準を満たす物品等が唯一の環境保全に役立つ

物品等であるとして、これのみが推奨されるものではない。各機関においては、

判断の基準を満たすことにとどまらず、環境物品等の調達推進の基本的考え方

に沿って、ライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷項目に配慮した、で

きる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めることが望ましい。

　さらに、現時点で判断の基準として一律に適用することが適当でない事項で

あっても環境負荷低減上重要な事項については、判断の基準に加えてさらに調

達に当たって配慮されるべく、配慮事項を設定することとする。なお、各機関

は、調達に当たり配慮事項を適用する場合には、個別の調達に係る具体的かつ

明確な仕様として事前にこれを示し、調達手続の透明性や公正性を確保するも

のとする。

　なお、判断の基準は環境負荷の低減の観点から定められるものであるので、

品質、機能等、調達される物品等に期待される一般的事項及び適正な価格につ

いては別途確保される必要があるのは当然である。

　ウ．特定調達品目及びその判断の基準等の見直しと追加

　特定調達品目及びその判断の基準等は、特定調達物品等の開発・普及の状況、

科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくものとする。

　また、今後、特定調達品目及びその判断の基準等の見直し・追加を行うに当

たっては、手続の透明性を確保しつつ、学識経験者等の意見も踏まえ、法に定

める適正な手続に従って行うものとする。



　エ．公共工事の取扱い

　公共工事については、各機関の調達の中でも金額が大きく、国民経済に大き

な影響力を有し、また国等が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事

を実施することは、地方公共団体や民間事業者の取組を促す効果も大きいと考

えられる。このため、環境負荷の低減に資する公共工事を役務に係る特定調達

品目に含めたところであり、以下の点に留意しつつ積極的にその調達を推進し

ていくものとする。

　公共工事の目的となる工作物（建築物を含む。）は、国民の生命、生活に直

接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、

公共工事の構成要素である資材等の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏ま

え、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意す

る必要がある。また、公共工事のコストについては、予算の適正な使用の観点

からその縮減に鋭意取り組んできていることにも留意する必要がある。調達目

標の設定は、事業の目的、工作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形

態に差異があること、調達可能な地域や数量が限られている資材等もあること

などの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように、今後検

討していくものとする。

　また、公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負

荷の少ない工法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全体にわたっ

た総合的な観点からの検討を進めていくこととする。

(2) 各特定調達品目及びその判断の基準等

　　別記のとおり。

(3) 特定調達物品等以外の環境物品等

　特定調達物品等以外の環境物品等についても、その事務又は事業の状況に応じ

て、調達方針の中でできる限り幅広く取り上げ、可能な限り具体的な調達の目標

を掲げて調達を推進していくものとする。

　特に、役務については、本基本方針で特定調達品目として取り上げたものは少

数にとどまるが、、特定調達物品等を用いて提供される役務なども環境負荷の低

減に潜在的に大きな効果があると考えられることから、各機関においては、これ

ら環境負荷の低減に資する役務についても積極的に調達方針で取り上げていく

よう努めるものとする。

　また、一般に市販されている物品等のみならず、各機関の特別の注文に応じて

調達する物品等についてもそれに伴う環境負荷の低減を図っていくことが重要

であることから、かかる特注品についても調達方針で取り上げ、その設計段階等、

できるだけ初期の時点で環境負荷の低減の可能性を検討、実施していくことが望

まれる。



３．その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項

(1) 調達の推進体制の在り方

　各機関において、環境物品等の調達を推進するための体制を整備するものとす

る。原則として、体制の長は内部組織全体の環境物品等の調達を統括できる者（各

省庁等にあっては局長（官房長）相当職以上の者）とするとともに、体制にはす

べての内部組織が参画することとする。なお、環境担当部局や会計・調達担当部

局が主体的に関与することが必要である。各機関は、具体的な環境物品等の調達

の推進体制を調達方針に明記する。

(2) 調達方針の適用範囲

　調達方針は原則として、各機関のすべての内部組織に適用するものとする。た

だし、一律の環境物品等の調達推進が困難である特殊部門等については、その理

由を調達方針に明記した上で、別途、個別の調達方針を作成する。各機関は、調

達方針の具体的な適用範囲を調達方針に明記する。

(3) 調達方針の公表並びに調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等

　調達方針の公表を通じた毎年度の環境物品等の調達目標の公表は、事業者によ

る環境物品等の供給を需要面から牽引することとなる。また、環境物品等の調達

を着実に推進していくためには、調達実績を的確に把握し、調達方針の作成に反

映させていくとともに、分かりやすい形で調達実績の概要が公表されることによ

り、環境物品等の調達の進展状況が客観的に明らかにされることが必要である。

(4) 関係省庁等連絡会議の設置

　環境物品等の調達を各機関が一体となって効果的に推進していくため、各機関

間の円滑な連絡調整、推進策の検討などを行う関係省庁等連絡会議を設置する。

(5) 職員に対する環境物品等の調達推進のための研修等の実施

　調達実務担当者をはじめとする職員に対して、環境物品等の調達推進のための

意識の啓発、実践的知識の修得等を図るため、研修や講演会その他の普及啓発な

どの積極的な実施を図る。

(6) 環境物品等に関する情報の活用と提供

　環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまと

めたデータベースなど、既に多様なものが提供されている。このため、各機関は、

提供情報の信頼性や手続の透明性など当該情報の適切性に留意しつつ、既存の情

報を十分に活用して、できる限り環境負荷の低減に資する物品等を調達すること

が有効である。また、国は、各機関における調達の推進及び事業者や国民の環境

物品等の優先的購入に資するため、環境物品等に関する適切な情報の提供と普及

に努めることとする。



別　記

１．定　義

　　この別記において、「判断の基準」、「配慮事項」は下記のとおりとする。

「判断の基準」         ：本基準を満たすものが「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第６条第２項

第２号に規定する特定調達物品等として、毎年度の調達目標の設定の対象となる。

「配慮事項」         ：特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、さら

に配慮することが望ましい事項

１３．公共工事

(1)品目及び判断の基準等

公共工事 【判断の基準】

○契約図書において、一定の環境負荷低減効果が認められる表１に示す

資材又は建設機械の使用を義務付けていること。

注）　　義務付けに当たっては、工事全体での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。

(2) 目標の立て方

今後、実績の把握方法等の検討を進める中で、目標の立て方について検討するものとする。



表１

●資材、建設機械の品目

品目名
特定調達

品目名
分類

（品目分類） （品目名）

資材等

の判断

の基準

土砂 建設汚泥から再生した処理土

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ塊ﾘｻｲｸﾙ資材 再生骨材等

高炉スラグ骨材

ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材ｺﾝｸﾘｰﾄ用スラグ骨材

銅スラグ骨材

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 鉄鋼スラグ混入ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

路盤材 鉄鋼スラグ混入路盤材

小径丸太材 間伐材

高炉セメント
混合セメント

ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ及びｺﾝｸﾘｰﾄ 2 次製品 透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ

塗料 下塗用塗料（重防食）

バークたい肥
園芸資材

下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料

道路照明 環境配慮型道路照明

タイル 陶磁器質タイル

建具 断熱サッシ・ドア

パーティクルボード

繊維板再生木質ボード

木質系セメント板

断熱材 断熱材

照明機器 照明制御システム

空調用機器 吸収冷温水機

自動水栓

資材

衛生器具 自動洗浄装置及びその組み込み

小便器

表２

排出ガス対策型建設機械

公共工事

建設機械
－

低騒音型建設機械



表２

【資材】

品目分類 品目名 判断の基準等

土砂 建設汚泥か

ら再生した

処理土

【判断の基準】

○建設汚泥から再生した処理土であること。

再生加熱ｱｽﾌ

ｧﾙﾄ混合物

【判断の基準】

○ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊から製造した骨材が含まれていること。

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱ

ｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ塊ﾘｻｲｸﾙ

資材
再生骨材等 【判断の基準】

○ｺﾝｸﾘｰﾄ塊又はｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊から製造した骨材が含まれてい

ること。

高炉ｽﾗｸ ﾞ骨

材

【判断の基準】

○天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂又は砕石の一部若しくは

全部を代替して使用できる高炉スラグを使用した骨材であるこ

と。

ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ

骨材

【判断の基準】

○天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂又は砕石の一部若しくは

全部を代替して使用できるﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞを使用した骨材である

こと。

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗ

ｸﾞ骨材

銅ｽﾗｸﾞ骨材 【判断の基準】

○天然砂（海砂、山砂）、天然砂利、砕砂又は砕石の一部若しくは

全部を代替して使用できる銅スラグ骨材を使用した骨材である

こと。

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物

鉄鋼ｽﾗｸ ﾞ混

入ｱｽﾌｧﾙﾄ混

合物

【判断の基準】

○加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の骨材として、道路用鉄鋼スラグを使用して

いること。

路盤材 鉄鋼ｽﾗｸ ﾞ混

入路盤材

【判断の基準】

○路盤材として、道路用鉄鋼スラグを使用していること。

小径丸太材 間伐材 【判断の基準】

○間伐材であって、有害な腐れ又は割れ等の欠陥がないこと。

高炉セメント 【判断の基準】

○高炉セメントであって、原料に30%を超える分量の高炉スラグを

使用していること。

混合セメント

ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ 【判断の基準】

○ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄであって、原料に10%を超える分量のフライアッシ

ュを使用していること。

ｺﾝｸﾘｰﾄ及び

ｺﾝｸﾘｰﾄ 2 次

製品

透水性ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ

【判断の基準】

○透水係数1×10-2cm/sec以上であること。

塗料 下塗用塗料

（重防食）

【判断の基準】

○鉛又はクロムを含む顔料を配合していないこと。



バークたい

肥

【判断の基準】

○以下の基準を満足すること。

・有機物の含有率（乾物）

・炭素窒素比〔Ｃ／Ｎ比〕

・陽イオン交換容量〔ＣＥＣ〕（乾物）

・ｐＨ

・水分

・幼植物試験の結果

・窒素全量〔Ｎ〕（現物）

・りん酸全量〔Ｐ2Ｏ5〕（現物）

・加里全量〔Ｋ2Ｏ〕（現物）

70%以上

35 以下

70meｑ/100g 以上

5.5～7.5

60%以下

生育阻害その他異常を認

めない

0.5%以上

0.2%以上

0.1%以上

下水汚泥を

用いた汚泥

発酵肥料

【判断の基準】

①製品に含まれる有害化学物質の含有量(割合)が下記の数値以下

であること。

ひ素

カドニウム

水銀

ニッケル

クロム

鉛

0.005%

0.0005%

0.0002%

0.03%

0.05%

0.01%

園芸資材

②その他の制限事項

　ア．金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭

和 48 年総理府令第５号）の別表第一の基準に適合する原料を

使用したものであること。

　イ．植害試験の調査を受け害が認められないものであること。

ウ．有機物の含有率（乾物）

エ．炭素窒素比〔Ｃ／Ｎ比〕

オ．ｐＨ

カ．水分

キ．窒素全量〔Ｎ〕（現物）

ク．りん酸全量〔Ｐ2Ｏ5〕（現物）

ケ．アルカリ分（現物）

35%以上

20 以下

8.5 以下

50%以下

0.8%以上

1.0%以上

15%以下

道路照明 環 境 配 慮 型

道路照明
【判断の基準】

○高圧ナトリウムランプを用いた道路照明施設であって、水銀ラ

ンプを用いた照明施設と比較して電力消費量が35%以上削減さ

れているものであること。

【配慮事項】

○設置箇所に求められている光色や演色性にも配慮しつつ、適切

な光源を選択すること。



タイル 陶磁器質

タイル

【判断の基準】

①原料に再生材料（表の左欄に掲げるものを原料として、同表の

右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等）を用い焼

成しているものであること。

②再生材料利用率は原材料の重量比で20%以上（複数の材料を使用

している場合は、それらの材料の合計）使用されていること。

ただし、再生材料は通常利用している同一工場からの廃材は除

くものとする。

【配慮事項】

○施工時及び使用時に雨水等による重金属等有害物質の溶出が少

ないこと。

※資材等からの溶出方法や有害物質の溶出に係る基準等、当該品

目に係る安全性の評価の考え方について、可及的速やかに検討

し取りまとめの上、判断の基準に追加することとする。

表

再生材料の原料となるものの分類区分 前処理方法

採石および窯業廃土

無機珪砂（キラ）

鉄鋼スラグ

非鉄スラグ

鋳物砂

陶磁器屑

石炭灰

廃プラスチック

建材廃材（汚泥を除く。）

廃ゴム

廃ガラス

製紙スラッジ

アルミスラッジ

磨き砂汚泥

石材屑

前処理によらず対象

都市ごみ焼却灰 溶融スラグ化

下水道汚泥 焼却灰化又は溶融スラグ化

上水道汚泥

湖沼等の汚泥

前処理によらず対象



品目分類 品目名 判断の基準等

建具 断 熱 サ ッ

シ・ドア
【判断の基準】

○建築物の窓等を通しての熱の損失を防止する建具であって、次

のいずれかに該当すること。

・複層ガラスを用いたサッシであること。

・二重サッシであること。

・断熱材の使用その他これに類する有効な断熱の措置を講じ

たドアであること。

再生木質

ボード

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ

ﾎﾞｰﾄﾞ

繊維板

木質系セメ

ント板

【判断の基準】

①合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使

用済み梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小

径木（間伐材を含む。）等の再生資源である木質材料又は植物繊

維の重量比配合割合が２分の１（50%）以上であること。（この

場合、再生資材全体に占める体積比配合率が５分の１(20%)以下

の接着剤、混和剤等（パーティクルボードにおけるフェノール

系接着剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材

料相互間を接着する目的で使用されるもの）を計上せずに、重

量比配合率を計算することができるものとする。）

②居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が0.5mg/

㍑以下であること。

断熱材 断熱材 【判断の基準】

○建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するもので、オゾン

層を破壊する物質を含有していないこと。

また、再生資源を使用しているか又は使用後に再生資源とし

て使用できること。

なお、断熱材のうちグラスウール及びロックウールの製造に

用いる再生資源や副産物については、上記のほか次の条件を併

せて満たすものとする。

・グラスウール：再生資源利用率は、原材料の重量比で 80%以上

であること。

・ロックウール：再生資源利用率は、原材料の重量比で 85%以上

であること。

照明機器 照明制御シ

ステム

【判断の基準】

○連続調光可能なHf蛍光灯器具と、それらの蛍光灯器具を制御す

る照明制御装置よりなるもので、初期照度補正制御及び外光（昼

光）利用制御の機能を有していること。

空調用機

器

吸収冷温水

機

【判断の基準】

○冷房の成績係数が1.05以上であること。

備考）１　吸収冷温水機の判断の基準については、冷凍能力が25kW 以上の吸収冷温水機に適用する。

　　　２　吸収冷温水機の成績係数の算出方法は、日本工業規格  B 8622 による。



品目分類 品目名 判断の基準等

自動水栓 【判断の基準】
○電気的制御により自動的に開閉できる自動水栓であること。

衛生器具

自動洗浄装

置及びその

組み込み小

便器

【判断の基準】

○洗浄水量が4㍑/回以下であり、また、使用状況により、洗浄水

量を制御すること。



【建設機械】

品目名 判断の基準等

【判断の基準】

○搭載されているエンジンから排出される排出ガス成分及び黒煙の量が別

表１に掲げる値以下のものであること。

（別表１）

対象物質(単位)  HC  NOx  CO  黒煙

出力区分  (g/kW･h)  (g/kW･h)  (g/kW･h)     (%)

7.5～15kW 未満   2.4  12.4  5.7   50

15～30kW 未満   1.9  10.5  5.7   50

30～272kW 以下   1.3   9.2  5.0   50

排出ガス対

策型建設機

械

低騒音型建

設機械

【判断の基準】

○建設機械の騒音の測定値が別表２に掲げる値以下のものであること。

（別表２）

機種
機関出力

（ｋＷ）

騒音基準値

（ｄＢ）

ブルドーザー Ｐ＜155 102

55≦Ｐ＜103 105

103≦Ｐ 105

バックホウ Ｐ＜155  99

55≦Ｐ＜103 104

103≦Ｐ＜206 106

206≦Ｐ 106

ドラグライン Ｐ＜155 100

クラムシェル 55≦Ｐ＜103 104

103≦Ｐ＜206 107

206≦Ｐ 107

トラクターショベル Ｐ＜155 102

55≦Ｐ＜103 104

103≦Ｐ 107

クローラークレーン Ｐ＜155 100

トラッククレーン 55≦Ｐ＜103 103

ホイールクレーン 103≦Ｐ＜206 107

206≦Ｐ 107

バイブロハンマー 107

油圧式杭抜機 Ｐ＜155  98

油圧式鋼管圧入・引抜機 55≦Ｐ＜103 102

油圧式杭圧入引抜機 103≦Ｐ 104



アースオーガー Ｐ＜155 100

55≦Ｐ＜103 104

103≦Ｐ 107

オールケーシング掘削機 Ｐ＜155 100

55≦Ｐ＜103 104

103≦Ｐ＜206 105

206≦Ｐ 107

アースドリル Ｐ＜155 100

55≦Ｐ＜103 104

103≦Ｐ 107

さく岩機（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ） 106

ロードローラー Ｐ＜155 101

タイヤローラー 55≦Ｐ 104

振動ローラー

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ（車） Ｐ＜155 100

55≦Ｐ＜103 103

103≦Ｐ 107

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機 Ｐ＜155  99

55≦Ｐ＜103 103

103≦Ｐ＜206 106

206≦Ｐ 107

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬｰ Ｐ＜155 101

55≦Ｐ＜103 105

103≦Ｐ 107

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ 106

空気圧縮機 Ｐ＜155 101

55≦Ｐ 105

発動発電機 Ｐ＜155  98

55≦Ｐ 102


